
「募集」「イベント」「お知らせ」など暮らしに役立つ情報をお届けします。お 知 ら せ
Information

農耕車に付着した泥は落としてから道路へ！
トラクターなどでの農作業後、田畑から公道へ出る前には、タイヤなど

についた泥は取り除いてから道路を走行しましょう。
　道路に落ちた泥のかたまりは、通行の妨げや交通事故の原因になること
があります。
　やむを得ず道路に泥を落としてしまった場合は、清掃をお願いします。

問合せ＝農林商工課　農工業推進係　☎76-5133

農地バンク制度について
　「農地バンク制度」とは、農地の所有者のかたに、耕作や管理が困難になった農地を登録していただき、
その情報を農地の借受などを希望するかたに提供することで、貸借などを支援する制度です。
　遊休農地の発生を防止し、農地の有効利用のため、「農地を貸したい・売りたい」「農地を借りたい・
買いたい」と考えているかたは、農業委員会事務局までお問い合わせください。

問合せ＝農業委員会事務局（農林商工課内）　☎76-5133

森林を取得したかたは「所有者届出書」が必要です
　個人・法人を問わず、売買や相続により、地域
森林計画の対象となっている森林の土地を新たに
取得したかたは、面積に関わらず、森林法により
「森林の土地の所有者届出書」の提出が義務付けら
れています。 問合せ＝農林商工課　農工業推進係　☎76-5133

【届出期間】
　土地の所有者となった日から90日以内に、農林
商工課に届出をしてください。

森林の樹木を伐採するときは「伐採届」が必要です
　地域森林計画の対象となっている森林の樹木を伐採するときは、森
林法により、「伐採届」の提出が義務付けられています。
　伐採する場合は、対象となっている森林か事前に農林商工課までお
問い合わせください。

【届出対象者】
◎森林所有者が自分で伐採するときは、森林所有
者が提出します。
◎森林所有者が請負によって伐採するときは、森
林所有者と伐採業者が連名で提出します。

【届出期間】
◎伐採を開始する日前90日から 30日までに提出
してください。無届で伐採した場合は、森林法
による罰則が適用されることがあります。

◎森林以外に転用するため、0.1‌ha 以上１ha以下
まで（太陽光発電設備を設置する場合は、0.1‌ha
以上 0.5ha 以下）の開発（土地の形質変更）を
伴う伐採を行う場合は、「伐採届」とあわせて「小
規模林地開発行為届出書」の提出が必要です。
◎１ha（太陽光発電設備を設置する場合は、0.5ha）
を超える開発を行う場合は、埼玉県寄居林業事務
所に「林地開発許可」の申請が必要です。

問合せ＝農林商工課　農工業推進係　☎76-5133
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